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税

C L O S E  U
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■
確
定
申
告
時
に
添
付
す
る
書
類

障
害
者
控
除
を
受
け
る
と
き

・
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

医
療
費
控
除
を
受
け
る
と
き

・
お
む
つ
使
用
証
明
書
（
医
師
発
行
）

ま
た
は

　

お
む
つ
代
医
療
費
控
除
証
明
確
認
書

※

初
め
て
の
時
は
、６
か
月
以
上
の
認
定

期
間
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
そ
の
期
間

に
係
る
お
む
つ
代
の
み
が
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す

・
お
む
つ
代
の
領
収
書

■
添
付
す
る
書
類
を
も
ら
う
に
は

高
齢
者
介
護
課
で
申
請
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。
判
定
後
、
書
類
を
郵

送
し
ま
す
。

▼
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

・
対
象
者
の
介
護
保
険
被
保
険
者
証

問

☎

受
け
ら
れ
る
控
除
は
２
種
類

老
齢
者
の
障
害
者
控
除

介
護
認
定
を
受
け
認
定
基
準
を
満

た
し
て
い
る
場
合
、
障
害
者
手
帳
を
取

得
し
て
い
な
く
て
も
障
害
者
控
除
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

６
か
月
以
上
寝
た
き
り
状
態
に
あ

り
、
尿
カ
テ
ー
テ
ル
の
使
用
な
ど
で
、
治

療
上
お
む
つ
の
使
用
が
必
要
な
方
は
、

お
む
つ
代
に
つ
い
て
医
療
費
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
時
に
必
要
な
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
で
、

税
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。対
象
の

方
は
、お
早
め
に
申
請
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

介
護
保
険
に
関
す
る
税
控
除
が

あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
？

1２ 控除額

本人が障害者の場合

扶養親族・配偶者が障害者の場合

所得税 ２７万円

２６万円

４０万円

３０万円

障害者 特別障害者

住民税

所得税 ２７万円

２６万円

４０万円 ７５万円

３０万円 ５３万円

障害者
特別障害者

同居以外 同居

住民税

接
骨
院
・
整
骨
院
に
か
か
る
前
に

　
　
　
　
　
　
　

ま
ず
チ
ェ
ッ
ク
！

国保
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接
骨
院
・
整
骨
院
な
ど
に
か
か
る
と
き
は
、施
術
を

受
け
る
前
に
国
民
健
康
保
険
が
使
え
る
か
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

■
注
意
事
項

▼
療
養
費
支
給
申
請
書
は
、
患
者
が
柔

道
整
復
師
に
保
険
請
求
を
委
任
す

る
も
の
で
す
。
記
載
内
容
を
確
認

し
、本
人
が
署
名
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
医
療
費
通
知
で
受
診
内
容
（
金
額
と

日
数
）
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

領
収
書
は
高
額
療
養
費
・
医
療
費

控
除
を
受
け
る
際
に
も
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
適
正
給
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

国
民
健
康
保
険
で
は
、
医
療
費
の
適

正
な
給
付
に
努
め
て
い
ま
す
。

請
求
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
を
確
認

す
る
た
め
に
、
市
か
ら
負
傷
原
因
や
施

術
内
容
に
つ
い
て
、
文
書
や
電
話
な
ど

で
お
問
い
合
わ
せ
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問

☎

国
保
が
使
え
な
い
場
合
、
施
術
費
用

が
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、

施
術
を
受
け
る
前
に
国
保
が
使
え
る

か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
初
診
時
に
は
、
負

傷
原
因
を
正
確
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

○
国
保
が
使
え
る
場
合

急
性
ま
た
は
亜
急
性
（
急
性
に
次
ぐ
）

の
外
傷
性
傷
病
の
場
合
。

・
打
撲
や
ね
ん
ざ
、挫
傷（
肉
ば
な
れ
等
）

・
骨
折
、脱
臼
の
応
急
処
置

・
医
師
の
同
意
が
あ
る
場
合
の
骨
折
、

脱
臼
の
施
術

×

国
保
が
使
え
な
い
場
合

次
の
よ
う
な
場
合
は
施
術
費
用
が

全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

・
日
常
生
活
に
お
け
る
疲
れ
や
肩
こ
り

・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
に
よ
る
肉
体
疲
労

・
脳
疾
患
後
遺
症
な
ど
の
慢
性
病

・
神
経
痛
、リ
ウ
マ
チ
、慢
性
関
節
炎

・
加
齢
に
よ
る
腰
痛
等
の
体
の
痛
み

・
交
通
事
故
の
場
合

・
労
災
保
険
の
対
象
と
な
る
負
傷

STOP

たたく・蹴るなどの暴力
行為や、ベッドに縛りつ
ける　など

年金や貯金を無断で使
用する・財産を勝手に
処分する　など

高齢者にわいせつな
行為をする・させる
など

怒鳴る・ののしる・無視
する　など

介護や世話をしない・
食事を与えない・入浴
させない・必要な受診
をさせない　など

■地域包括支援センター　☎57-8511

高齢者虐待は、さまざまな要因が重なり合って発生するものです。表面上の行為のみに
とらわれず、その背景にある要因を探り、状況を正確に把握することが大切です。

・介護疲れ
・人格や性格
・疾病や障害
・介護に関する知識不足
・排泄介助の困難
・生活苦

・介護疲れ
・人格や性格
・疾病や障害
・介護に関する知識不足
・排泄介助の困難
・生活苦

・認知症による
　　　言動の混乱
・身体的自立度の低さ
・人格や性格
・疾病や障害

・認知症による
　　　言動の混乱
・身体的自立度の低さ
・人格や性格
・疾病や障害

折り合いの悪さ ・ 精神的依存 ・ 経済的依存折り合いの悪さ ・ 精神的依存 ・ 経済的依存家族や周囲の人の介護に対
する無関心
老老介護や単身介護の増加
希薄な近隣関係、社会から
の孤立
ニーズに合わない
　　　　　介護サービス

家族や周囲の人の介護に対
する無関心
老老介護や単身介護の増加
希薄な近隣関係、社会から
の孤立
ニーズに合わない
　　　　　介護サービス

「怖いから家にいたくない」などの訴えがある、
不自然なアザがある。

年金等のお金があるのに生活費の支払いができ
ない、本人が希望しているのに必要な介護保険
サービスを使っていない、病院受診をしていない。

不自然に空腹を訴えることが増える、寝具や汚れ
たままの衣類を身に着けている。

高齢者に対して冷たかったり
無関心な自分がいる。

介護や世話にひどく疲れている。

介護や世話には自分なりの
こだわりがある。

高齢者に対して過度に乱暴な
口のきき方をしてしまう。

地域包括支援センターに
ご相談、ご連絡ください。➡
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